
庁 議 案 件 № 3 

令 和 7 年 1 1 月 1 1 日 

所管 建設局 公園緑地部 

 

件  名 堺市南部丘陵における緑地の保全に関する条例の制定について 

経 過 ・ 現 状 

 

政 策 課 題 

【経過・現状】 

平成22年9月 堺市緑の保全と創出に関する条例の制定 

平成24年11月 緑の政策審議会から以下の内容を答申 

➡南部丘陵において「保全優先地区（約160ha）」を抽出。 

令和元年11月 市議会定例会で南部丘陵の緑地保全に関する決議 

令和2年2月 鉢ヶ峯寺特別緑地保全地区の指定 

令和7年4月 鉢ヶ峯寺特別緑地保全地区の土地の買入手続の完了 

 

【課題】 

○南部丘陵は石津川水系の源流域に位置し、多くのため池や小河川を含む自然豊

かな一体の緑地が残され、多様な生き物が生息する丘陵地である。 

○南部丘陵の里地里山の多様な景観と環境を育み、適切な維持管理により良好な

自然環境を次代に継承する必要がある。 

○南部丘陵の緑地保全に対する市の取組を広く PR し、面的にまとまりのある緑

地の保全について対策を講ずる必要がある。 

 

対 応 方 針 

 

今 後 の 取 組 

（ 案 ） 

【対応】 

○南部丘陵における自然豊かな一体の緑地を保全するため、新たに条例を制定す

る。 

 

【条例の制定趣旨】 

○南部丘陵の貴重な緑地である保全優先地区について、市、市民等及び事業者が

連携し、及び協働することにより、その里地里山の豊かな風景や自然環境を育

み、保全することを目的とする。 

 

【スケジュール】 

・令和7年11月中旬  パブリックコメントの実施 

・令和8年2月     令和8年第1回市議会（定例会）に議案提出 

・令和8年4月     条例制定 

効 果 の 想 定 
○南部丘陵の緑地を市、市民、事業者が協力して保全するという決意を、市民及

び事業者に広く周知、PRし、緑地の保全につなげる。 

関 係 局 と の 

政 策 連 携 
全局 

 








